
事 業 所 内 保 育 施 設 一 覧

　☆以下の保育施設は、事業主が従業員のために福利厚生の一環として設置している認可外保育施設です。

　☆下記の表は、届出・報告に基づき作成しています。随時、状況が変わっている可能性があります。詳細は、直接施設へお問い合わせください。 【令和6年4月1日 現在】

No. 運営状況 施設名 類型 (注1) 対象年齢 (注2)
施設所在地

（郵便番号）

施設所在地

（住所）
電話番号

基準を満たす旨

の証明書交付日

 (注3)

施設等利用費(幼児教育・保育の無償

化)

対象期間 (注4)

ここdeサーチ

QRコード

（注5）

1 運営中 船橋市立医療センター　院内保育施設 0歳～就学前 273-0866 夏見台4-26-5 047-438-3321 H26.1.30 令和元年10月1日～

2 運営中 船橋二和病院　つくし保育所 0歳 274-0805 二和東5-1-1 047-448-7111 H28.12.26 令和元年10月1日～

3 運営中 千葉徳洲会病院　保育所「にこにこルーム」 0歳～9歳 274-0065 高根台2-11-1 047-466-0390 H27.2.5 令和元年10月1日～

4 運営中 セコメディック病院　保育所 kirara 0歳～12歳 274-0053 豊富町696-1 047-457-9900 H25.3.22 令和元年10月1日～

5 運営中 船橋総合病院　にんじん保育室 0歳～6歳 273-0864 北本町1-13-1 047-425-1151 H26.1.30 令和元年10月1日～

6 運営中
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院　院内保育

園　”ま～ち”
0歳～就学前 273-0021 海神6-12-1 047-404-7133 H28.12.20 令和元年10月1日～

7 運営中 船橋市立リハビリテーション病院保育室〔輝kids〕 0歳～3歳 273-0853 金杉1－18－1 047-404-7561 H26.1.30 令和元年10月1日～

8 運営中
医療法人弘仁会　板倉病院　院内保育室　いたくら　ひみつ

きち
0歳～12歳 273-0005 本町2－10－22 047-410-4810 H30.5.18 令和元年10月1日～

9 運営中 医療法人社団紺整会　船整あおぞら保育園 企業主導型
(地域の子どもの預かりなし)

0歳～2歳 274-0822 飯山満町1-833 047-425-8105 H30.5.30

10 運営中 大島記念嬉泉病院 キッズルームはっぴい 0歳～9歳 274-0812 三咲3-5-15 047-448-3330 R2.9.17 （確認申請なし）

11 運営中
社会福祉法人恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院　い

ずみ保育園
0歳～就学前 274-0072 三山2-5-1 047-471-1556 R2.9.18 令和元年10月1日～

12 運営中 東船橋病院　ひまわり保育園 0歳～9歳 274-0065
高根台4-32-1メディシーヌ

2F
047-465-6452 R3.8.2 （確認申請なし）

院内

保育室



事 業 所 内 保 育 施 設 一 覧

　☆以下の保育施設は、事業主が従業員のために福利厚生の一環として設置している認可外保育施設です。

　☆下記の表は、届出・報告に基づき作成しています。随時、状況が変わっている可能性があります。詳細は、直接施設へお問い合わせください。 【令和6年4月1日 現在】

No. 運営状況 施設名 類型 (注1) 対象年齢 (注2)
施設所在地

（郵便番号）

施設所在地

（住所）
電話番号

基準を満たす旨

の証明書交付日

 (注3)

施設等利用費(幼児教育・保育の無償

化)

対象期間 (注4)

ここdeサーチ

QRコード

（注5）

13 運営中 ヤクルト津田沼保育室 1歳～6歳 274-0825 前原西1-1-24 047-409-8960 R4.2.22 令和元年10月1日～

14 運営中 ヤクルト法典保育室 1歳～6歳 273-0047 藤原1-27-27 047-338-9866 R4.2.22 令和元年10月1日～

15 運営中 ヤクルト金杉保育室 1歳～6歳 274-0813 南三咲1-25-58 047-447-8003 R3.8.20 令和元年10月1日～

16 運営中 ヤクルト薬円台保育室 1歳～6歳 274-0822 飯山満町3-1559-1 047-467-0238 R3.8.19 令和元年10月1日～

17 運営中 ヤクルト習志野台保育室 1歳～6歳 274-0063 習志野台4-77-4 047-467-6637 R3.8.19 令和元年10月1日～

18 運営中 ヤクルト夏見保育室 1歳～6歳 273-0865 夏見4-35-12 047-407-0960 R3.9.2 令和元年10月1日～

19 運営中 ヤクルト三咲保育室 1歳～6歳 274-0804 みやぎ台1-1-24 047-407-8610 R4.2.22 令和元年10月1日～

20 運営中 IKEA船橋ダーギス 0歳～5歳 273-0012 浜町2-3-30 IKEA船橋5階 047-436-1324 R1.5.16 令和元年10月1日～

21 運営中 アシュラン　プレスクールふくろう園 0歳～12歳 273-0005 本町6-8-26 047-460-1313 H27.12.15 令和元年10月1日～

22 運営中 有限会社アシスト　たんぽぽルーム 0歳～6歳 274-0816 芝山7-22-10 047-496-0311 H28.2.4 （確認申請なし）

23 運営中 社会福祉法人　六親会　きらきら星保育室 0歳～6歳 274-0054 金堀町195 047-410-8611 H29.8.21 令和元年10月1日～

24 運営中 医療法人社団　千葉光徳会　すこやか保育園 企業主導型
(地域の子どもの預かりなし)

0歳～2歳  274-0812 三咲4-23-15 080-2289-2504 H29.8.28

その他の

事業所内

保育施設



事 業 所 内 保 育 施 設 一 覧

　☆以下の保育施設は、事業主が従業員のために福利厚生の一環として設置している認可外保育施設です。
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ここdeサーチ

QRコード
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25 運営中 社会福祉法人　大久保学園　保育室なかよし 0歳～就学前 274-0054 金堀町499-1 047-457-2462 H30.5.23 令和元年10月1日～

26 運営中 みやぎ台南生苑 キッズルームきらきら 1歳～6歳 274-0804 みやぎ台4-18-1 047-447-5800 R2.9.17 令和元年10月1日～

27 運営中 船橋笑寿苑託児所 1歳～10歳 274-0068 大穴北4-25-15 047-410-8411 R2.11.19 令和元年10月1日～

28 運営中 なしのき保育所 企業主導型
(地域の子どもの預かりなし)

0歳～就学前 274-0081
小野田町1494-1　介護老人

保健施設エスポワール船橋内
047-497-8513 R2.11.2

29 運営中 藤原キッズルーム 0歳～就学前 273-0047 藤原8-17-2 047-429-6871 R1.8.29 令和2年6月16日～

30
R4.11.15

廃止済
千葉県ヤクルト販売株式会社 行田保育室 1歳～6歳 273-0031 西船2-26-5 047-432-5013 R3.9.2 令和元年10月1日～令和4年11月15日

31
R5.9.1

廃止済
千葉県ヤクルト販売株式会社 松が丘センター保育室 1歳～6歳 274-0064 松が丘3-72-24 047-464-1815 R3.8.20 令和元年10月1日～令和5年9月1日

(注1) 【企業主導型】…… 国が行う「企業主導型保育事業」によって、施設の設立や運営のための助成を受けている保育施設です。

　　　　　　　　　 事業主が従業員のために福利厚生の一環として設置している保育施設です。

(注2) 【対象年齢】…0歳児は各施設ごとに受け入れ可能な月齢があります。

(注3) 【基準を満たす旨の証明書交付日】…直近の立入調査において認可外保育施設指導監督基準を満たしていた、もしくは、立入調査時の指導事項の改善が確認できた施設について、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付年月日を記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　届出から間もない施設は、指導監督基準を満たしているか否かの確認が十分行えないため、証明書発行の対象としていません。（該当する施設については「調査待ち」と表示しています。）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、毎年、立入調査もしくは施設巡回による保育状況の確認を実施しています。

(注4) 【施設等利用費（幼児教育・保育の無償化）】

【3～5歳児、0～2歳児（市民税非課税世帯）向け】一定の条件を満たす利用者に対し、施設等利用費として利用料の一部を市から給付しています。

施設等利用費の対象施設となるためには、国の定める認可外保育施設の基準を満たした上で、市の確認を受けることが必要です。

ただし、基準を満たしていない場合も令和6年10月までは施設等利用費の対象とする猶予期間を設けています。

（企業主導型保育施設は施設等利用費の対象外となりますが、一定の条件を満たす利用者に対して、利用料の一部が減額される制度がございます。詳細は施設に直接お問い合わせください）

(注5) 各施設の詳細については、直接施設にお問い合わせする他、子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）もご活用いただけます。

【ここdeサーチ】…全国の保育施設の情報が閲覧可能となるサイトです。

　　　　　　　　　施設の住所、教育・保育内容、利用定員、実費徴収額などの詳細がわかり、お近くの施設を探す際にご活用いただける内容となっております。

その他の

事業所内

保育施設

その他の

事業所内

保育施設

ここdeサーチ

幼児教育・保育の無償化について


